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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 
平成27年度 

第３四半期連結 
累計期間 

平成28年度 
第３四半期連結 

累計期間 
平成27年度 

 

(自 平成27年 
   ４月１日 
 至 平成27年 
   12月31日) 

(自 平成28年 
   ４月１日 
 至 平成28年 
   12月31日) 

(自 平成27年 
   ４月１日 
 至 平成28年 
   ３月31日) 

経常収益 百万円 15,761 16,566 21,408 

経常利益 百万円 3,471 3,249 4,719 

親会社株主に帰属する 

四半期純利益 
百万円 2,306 2,179 ── 

親会社株主に帰属する 

当期純利益 
百万円 ── ── 2,998 

四半期包括利益 百万円 1,988 1,084 ── 

包括利益 百万円 ── ── 2,595 

純資産額 百万円 81,207 81,333 81,827 

総資産額 百万円 1,416,421 1,455,485 1,436,689 

１株当たり四半期純利益金額 円 23.24 22.13 ── 

１株当たり当期純利益金額 円 ── ── 30.22 

潜在株式調整後１株当たり 

四半期純利益金額 
円 23.13 21.97 ── 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
円 ── ── 30.07 

自己資本比率 ％ 5.70 5.55 5.66 

 

 

平成27年度
第３四半期連結

会計期間

平成28年度
第３四半期連結

会計期間

(自 平成27年
10月１日

至 平成27年
12月31日)

(自 平成28年
10月１日

至 平成28年
12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 円 8.40 4.42 

 （注）１．当行は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．当行及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

３．第３四半期連結累計期間に係る１株当たり情報の算定上の基礎は、「第４ 経理の状況」中、「１ 四半期

連結財務諸表」の「１株当たり情報」に記載しております。

４．自己資本比率は、（（四半期）期末純資産の部合計－（四半期）期末新株予約権－（四半期）期末非支配株

主持分）を（四半期）期末資産の部の合計で除して算出しております。

 

２【事業の内容】

 当第３四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。また、主要な関係会社についても、異動はありません。 
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

  当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

２【経営上の重要な契約等】

      当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当行グループ（当行、連結子

会社及び持分法適用関連会社）が判断したものであります。

 

  (1) 業績の状況 

   当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済を顧みますと、設備投資など一部に改善の遅れもみられました

が、海外経済の回復傾向を受けて生産や輸出が増加したことなどから、全体としては緩やかな回復基調が続きまし

た。 

   当行グループの主たる営業基盤である新潟県の経済につきましては、持ち直し基調にあった個人消費に天候不順な

どの影響から弱めの動きがみられたものの、日本経済と同様に緩やかな回復基調が続きました。 

   このような経済状況のもとで、当行グループの当第３四半期連結累計期間の連結経営成績につきましては、経常収

益は、貸出金利息が減少したものの、有価証券利息配当金が増加したほか、役務取引等収益やその他業務収益の増加

などから、前年同四半期比８億５百万円増加の165億66百万円となりました。経常費用は、その他経常費用が減少し

たものの、その他業務費用や営業経費の増加などにより、前年同四半期比10億27百万円増加の133億17百万円となり

ました。以上の結果、経常利益は前年同四半期比２億22百万円減少の32億49百万円となりました。 

   親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては、前年同四半期比１億27百万円減少の21億79百万円となりまし

た。

   当第３四半期連結会計期間末における連結財政状態につきましては、総資産は１兆4,554億85百万円（前年度末比

187億96百万円増加）、純資産は813億33百万円（前年度末比４億94百万円減少）となりました。主要科目につきまし

ては、貸出金は9,790億78百万円（前年度末比86億62百万円増加）、有価証券は3,673億42百万円（前年度末比130億

72百万円減少）、預金等（預金＋譲渡性預金）は１兆3,397億39百万円（前年度末比328億17百万円増加）となりまし

た。
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① 国内・国際業務部門別収支 

 資金運用収支は国内業務部門117億74百万円（合計に対する割合98.4％）、国際業務部門１億97百万円（合計

に対する割合1.6％）となりました。

 役務取引等収支は国内業務部門４億31百万円（合計に対する割合99.4％）、国際業務部門２百万円（合計に対

する割合0.6％）となりました。

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

資金運用収支
前第３四半期連結累計期間 12,188 162 － 12,350

当第３四半期連結累計期間 11,774 197 － 11,972

うち資金運用収益
前第３四半期連結累計期間 12,761 173 4 12,929

当第３四半期連結累計期間 12,285 216 7 12,493

うち資金調達費用
前第３四半期連結累計期間 572 10 4 578

当第３四半期連結累計期間 510 18 7 521

役務取引等収支
前第３四半期連結累計期間 365 2 － 368

当第３四半期連結累計期間 431 2 － 434

うち役務取引等収益
前第３四半期連結累計期間 1,641 8 － 1,650

当第３四半期連結累計期間 1,742 8 － 1,751

うち役務取引等費用
前第３四半期連結累計期間 1,275 5 － 1,281

当第３四半期連結累計期間 1,311 6 － 1,317

その他業務収支
前第３四半期連結累計期間 350 19 － 369

当第３四半期連結累計期間 537 12 － 550

うちその他業務収益
前第３四半期連結累計期間 501 19 － 521

当第３四半期連結累計期間 1,722 12 － 1,735

うちその他業務費用
前第３四半期連結累計期間 151 － － 151

当第３四半期連結累計期間 1,184 － － 1,184

（注）１．「国内業務部門」は当行及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。

    ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。

２．「相殺消去額(△)」は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。 

３．国内業務部門、国際業務部門とも連結相殺消去後の計数を表示しております。
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② 国内・国際業務部門別役務取引の状況

 役務取引等収益は、国内業務部門の預金・貸出業務、為替業務及び投信・保険窓販業務を中心に17億51百万円

となりました。

 また、役務取引等費用は、国内業務部門を中心に13億17百万円となりました。

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

役務取引等収益
前第３四半期連結累計期間 1,641 8 － 1,650

当第３四半期連結累計期間 1,742 8 － 1,751

うち預金・貸出業務
前第３四半期連結累計期間 390 － － 390

当第３四半期連結累計期間 395 － － 395

うち為替業務
前第３四半期連結累計期間 514 7 － 521

当第３四半期連結累計期間 506 7 － 513

うち証券関連業務
前第３四半期連結累計期間 10 － － 10

当第３四半期連結累計期間 10 － － 10

うち代理業務
前第３四半期連結累計期間 47 － － 47

当第３四半期連結累計期間 39 － － 39

うち保護預り・貸金

庫業務

前第３四半期連結累計期間 2 － － 2

当第３四半期連結累計期間 3 － － 3

うち保証業務
前第３四半期連結累計期間 16 1 － 18

当第３四半期連結累計期間 13 1 － 15

うち投信・保険窓販

業務

前第３四半期連結累計期間 478 － － 478

当第３四半期連結累計期間 581 － － 581

役務取引等費用
前第３四半期連結累計期間 1,275 5 － 1,281

当第３四半期連結累計期間 1,311 6 － 1,317

うち為替業務
前第３四半期連結累計期間 92 5 － 98

当第３四半期連結累計期間 91 6 － 97

（注）１．「国内業務部門」は当行及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。

    ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。

２．国内業務部門、国際業務部門とも連結相殺消去後の計数を表示しております。 
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③ 国内・国際業務部門別預金残高の状況

○ 預金の種類別残高（末残）

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

預金合計
前第３四半期連結会計期間 1,261,047 964 － 1,262,011

当第３四半期連結会計期間 1,283,444 913 － 1,284,357

うち流動性預金
前第３四半期連結会計期間 446,663 － － 446,663

当第３四半期連結会計期間 461,209 － － 461,209

うち定期性預金
前第３四半期連結会計期間 812,050 － － 812,050

当第３四半期連結会計期間 820,466 － － 820,466

うちその他
前第３四半期連結会計期間 2,334 964 － 3,298

当第３四半期連結会計期間 1,767 913 － 2,680

譲渡性預金
前第３四半期連結会計期間 39,763 － － 39,763

当第３四半期連結会計期間 55,381 － － 55,381

総合計
前第３四半期連結会計期間 1,300,811 964 － 1,301,775

当第３四半期連結会計期間 1,338,825 913 － 1,339,739

（注）１．「国内業務部門」は当行及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。

    ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。

 ２．流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

 ３．定期性預金＝定期預金＋定期積金

 ４．国内業務部門、国際業務部門とも連結相殺消去後の計数を表示しております。
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④ 貸出金残高の状況

○ 業種別貸出状況（末残・構成比）

業種別
前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

金額(百万円) 構成比（％） 金額(百万円) 構成比（％）

国内（除く特別国際金融取引勘定分） 960,972 100.00 979,078 100.00

製造業 80,756 8.40 76,761 7.84

農業，林業 5,585 0.58 6,139 0.63

漁業 955 0.10 870 0.09

鉱業，採石業，砂利採取業 1,772 0.19 1,969 0.20

建設業 56,249 5.85 51,170 5.22

電気・ガス・熱供給・水道業 2,613 0.27 3,024 0.31

情報通信業 3,384 0.35 3,320 0.34

運輸業，郵便業 20,571 2.14 19,100 1.95

卸売業，小売業 77,052 8.02 71,404 7.29

金融業，保険業 72,666 7.56 85,443 8.73

不動産業，物品賃貸業 123,925 12.90 136,171 13.91

サービス業等 94,965 9.88 95,933 9.80

地方公共団体 124,609 12.97 126,118 12.88

その他 295,863 30.79 301,651 30.81

（注）１．「国内」とは、当行及び連結子会社であります。

   ２．海外店分及び特別国際金融取引勘定分は該当ありません。

 

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

 当第３四半期連結累計期間において、当行グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

 

(3) 研究開発活動

 当第３四半期連結累計期間において、研究開発活動に関しては該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成28年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年２月９日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 100,014,000 96,714,000 東京証券取引所市場第一部
単元株式数

1,000株

計 100,014,000 96,714,000 － －

（注）平成28年12月27日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき自己株式の消却を決議し、平成29年

１月20日に自己株式の消却を行いました。これにより発行済株式数は3,300,000株減少し、提出日現在96,714,000

株となっております。

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成28年10月１日～

平成28年12月31日
－ 100,014 － 10,000 － 8,208

（注）平成28年12月27日の取締役会決議に基づき、平成29年１月20日付で当行普通株式3,300,000株を消却しておりま

す。

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   5,465,000 － 単元株式数 1,000株

完全議決権株式（その他） 普通株式  94,262,000 94,262 同上

単元未満株式 普通株式     287,000 －
１単元（1,000株）

未満の株式

発行済株式総数 100,014,000 － －

総株主の議決権 － 94,262 －

 

②【自己株式等】

平成28年12月31日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社大光銀行
新潟県長岡市大手

通一丁目５番地６
5,465,000 － 5,465,000 5.46

計 ────── 5,465,000 － 5,465,000 5.46

 

２【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。 
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第４【経理の状況】
１．当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」

（昭和57年大蔵省令第10号）に準拠しております。 

 

２．当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（自平成28年10月１日 至

平成28年12月31日）及び第３四半期連結累計期間（自平成28年４月１日 至平成28年12月31日）に係る四半期連結財

務諸表について、有限責任監査法人トーマツの四半期レビューを受けております。 
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成28年12月31日) 

資産の部    

現金預け金 65,342 78,420 

商品有価証券 835 304 

金銭の信託 3,000 2,999 

有価証券 ※２ 380,414 ※２ 367,342 

貸出金 ※１ 970,416 ※１ 979,078 

外国為替 2,407 2,145 

その他資産 2,859 12,425 

有形固定資産 14,506 14,858 

無形固定資産 846 857 

繰延税金資産 63 66 

支払承諾見返 2,282 2,954 

貸倒引当金 △6,286 △5,967 

資産の部合計 1,436,689 1,455,485 

負債の部    

預金 1,260,402 1,284,357 

譲渡性預金 46,519 55,381 

コールマネー及び売渡手形 901 932 

借用金 16,020 16,020 

社債 3,000 3,000 

その他負債 17,684 4,428 

賞与引当金 660 321 

役員賞与引当金 22 21 

退職給付に係る負債 1,712 1,205 

睡眠預金払戻損失引当金 200 190 

偶発損失引当金 188 218 

利息返還損失引当金 9 7 

繰延税金負債 3,524 3,385 

再評価に係る繰延税金負債 1,732 1,727 

支払承諾 2,282 2,954 

負債の部合計 1,354,861 1,374,152 

純資産の部    

資本金 10,000 10,000 

資本剰余金 8,208 8,208 

利益剰余金 44,752 46,510 

自己株式 △211 △1,387 

株主資本合計 62,749 63,331 

その他有価証券評価差額金 16,647 15,380 

土地再評価差額金 2,566 2,556 

退職給付に係る調整累計額 △602 △445 

その他の包括利益累計額合計 18,611 17,491 

新株予約権 120 151 

非支配株主持分 345 358 

純資産の部合計 81,827 81,333 

負債及び純資産の部合計 1,436,689 1,455,485 
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

    （単位：百万円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年12月31日) 

経常収益 15,761 16,566 

資金運用収益 12,929 12,493 

（うち貸出金利息） 10,055 9,500 

（うち有価証券利息配当金） 2,807 2,937 

役務取引等収益 1,650 1,751 

その他業務収益 521 1,735 

その他経常収益 ※１ 660 ※１ 586 

経常費用 12,290 13,317 

資金調達費用 578 521 

（うち預金利息） 465 424 

役務取引等費用 1,281 1,317 

その他業務費用 151 1,184 

営業経費 9,662 9,818 

その他経常費用 ※２ 616 ※２ 475 

経常利益 3,471 3,249 

特別利益 9 － 

固定資産処分益 9 － 

特別損失 66 11 

固定資産処分損 5 11 

減損損失 60 － 

税金等調整前四半期純利益 3,414 3,238 

法人税、住民税及び事業税 606 615 

法人税等調整額 494 428 

法人税等合計 1,100 1,044 

四半期純利益 2,314 2,193 

非支配株主に帰属する四半期純利益 7 14 

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,306 2,179 
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

    （単位：百万円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年12月31日) 

四半期純利益 2,314 2,193 

その他の包括利益 △325 △1,109 

その他有価証券評価差額金 △291 △1,267 

退職給付に係る調整額 △33 157 

四半期包括利益 1,988 1,084 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 1,980 1,069 

非支配株主に係る四半期包括利益 7 14 
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用） 

 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日。以下、

「回収可能性適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する会

計処理の方法の一部を見直しております。 

 回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、

第１四半期連結会計期間の期首時点において回収可能性適用指針第49項(3)①から③に該当する定めを適用した場

合の繰延税金資産及び繰延税金負債の額と、前連結会計年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債の額との差額を、

第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加算しております。 

 この結果、第１四半期連結会計期間の期首において、繰延税金資産が65百万円、利益剰余金が65百万円増加して

おります。 

 

（「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」の適用） 

 法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属

設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 

 なお、当第３四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額は軽微であります。 

 

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※１．貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成28年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成28年12月31日）

破綻先債権額 685百万円 732百万円

延滞債権額 25,896百万円 24,824百万円

３カ月以上延滞債権額 10百万円 0百万円

貸出条件緩和債権額 1,122百万円 1,221百万円

合計額 27,715百万円 26,779百万円

 

 なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

 

※２．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務

の額は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成28年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成28年12月31日）

  2,371百万円 1,937百万円

 

 

（四半期連結損益計算書関係）

※１．その他経常収益には、次のものを含んでおります。

 
 
 

前第３四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日）

貸倒引当金戻入益 － 94百万円

償却債権取立益 190百万円 187百万円

株式等売却益 119百万円 94百万円

 

※２．その他経常費用には、次のものを含んでおります。

 
 
 

前第３四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日）

貸倒引当金繰入額 19百万円 －

貸出金償却 457百万円 275百万円
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連

結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自  平成27年４月１日
至  平成27年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自  平成28年４月１日
至  平成28年12月31日）

減価償却費 568百万円 538百万円

 

 

（株主資本等関係）

 前第３四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日）

１．配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月24日

定時株主総会
普通株式 247 2.5 平成27年３月31日 平成27年６月25日 利益剰余金

平成27年11月13日

取締役会
普通株式 248 2.5 平成27年９月30日 平成27年12月７日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

 

 当第３四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日）

１．配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月23日

定時株主総会
普通株式 248 2.5 平成28年３月31日 平成28年６月24日 利益剰余金

平成28年11月11日

取締役会
普通株式 248 2.5 平成28年９月30日 平成28年12月６日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

 当行グループは、報告セグメントが銀行業のみであり、当行グループの業績における「その他」の重要性が

乏しいため、記載を省略しております。なお、「その他」にはクレジットカード業務等が含まれております。 
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（金融商品関係）

 企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、

次のとおりであります。

 

  前連結会計年度（平成28年３月31日）

科 目
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

  有価証券      

満期保有目的の債券 5,371 5,747 376

その他有価証券 374,177 374,177 －

  貸出金 970,416    

貸倒引当金（＊） △6,219    

  964,197 970,585 6,388

  預金 1,260,402 1,260,632 229

（＊） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

 

  当第３四半期連結会計期間（平成28年12月31日） 

科 目
四半期連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

  有価証券      

満期保有目的の債券 4,937 5,045 108

その他有価証券 361,499 361,499 －

  貸出金 979,078    

貸倒引当金（＊） △5,901    

  973,177 975,709 2,532

  預金 1,284,357 1,284,665 307

（＊） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

 

 （注）１．有価証券の時価の算定方法 

 株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格等によっております。投資

信託は、公表されている基準価格によっております。

 自行保証付私募債は、内部格付ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で

割り引いて時価を算定しております。

 なお、満期保有目的の債券で時価のあるものに関する注記事項については「（有価証券関係）」に記載して

おります。

    ２．貸出金の時価の算出方法

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大き

く異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定

金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出

を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間（１年以内）

のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在

価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は四半期連結決算

日（連結決算日）における四半期連結貸借対照表（連結貸借対照表）上の債権等計上額から貸倒引当金計上額

を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについ

ては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額

を時価としております。

    ３．預金の時価の算出方法

要求払預金については、四半期連結決算日（連結決算日）に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価と

みなしております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り

引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いており

ます。なお、預入期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額を時価としております。
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（有価証券関係）

  企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、

次のとおりであります。

 

満期保有目的の債券

前連結会計年度（平成28年３月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

国債 － － －

地方債 － － －

社債 2,371 2,345 △25

その他 3,000 3,401 401

合計 5,371 5,747 376

 

当第３四半期連結会計期間（平成28年12月31日）

 
四半期連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

国債 － － －

地方債 － － －

社債 1,937 1,921 △15

その他 3,000 3,123 123

合計 4,937 5,045 108
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基

礎は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日）

(1) １株当たり四半期純利益金額 円 23.24 22.13

（算定上の基礎）      

親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 2,306 2,179

普通株主に帰属しない金額 百万円 － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 2,306 2,179

普通株式の期中平均株式数 千株 99,199 98,466

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
円 23.13 21.97

（算定上の基礎）      

親会社株主に帰属する四半期純利益

調整額
百万円 － －

普通株式増加数 千株 470 711

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり四半期純利益金額の

算定に含めなかった潜在株式で、前連

結会計年度末から重要な変更があった

ものの概要

  － －

 

 

（重要な後発事象）

（自己株式の消却）

     当行は、平成28年12月27日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、次のとおり自己株式の

消却を行うことを決議し、平成29年１月20日に消却いたしました。

 １ 消却した株式の種類

   普通株式

 ２ 消却した株式の総数

   3,300,000株

 ３ 消却日

   平成29年１月20日

 

 

２【その他】

中間配当

平成28年11月11日開催の取締役会において、第115期の中間配当につき次のとおり決議いたしました。

（イ）中間配当額 248百万円

（ロ）１株当たりの中間配当金 ２円50銭

（ハ）支払請求の効力発生日 平成28年12月６日

（ニ）支払開始日 平成28年12月６日

 （注） 平成28年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

      平成29年２月７日

       

株式会社大光銀行      

取締役会 御中      

       

  有限責任監査法人トーマツ 

       

 
指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 青木 裕晃  印 

       

 
指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 若松 大輔  印 

       

 
指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 安藤  武  印 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社大光銀

行の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成28年10月１日から平成

28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。 

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社大光銀行及び連結子会社の平成28年12月31日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

 



【表紙】
 

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年２月９日

【会社名】 株式会社大光銀行

【英訳名】 THE TAIKO BANK,LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役頭取  古出 哲彦

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 新潟県長岡市大手通一丁目５番地６

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

株式会社大光銀行 東京支店

（東京都豊島区西池袋三丁目28番13号）

株式会社大光銀行 川口支店

（埼玉県川口市本町三丁目６番22号）

 



１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当行取締役頭取古出哲彦は、当行の第115期第３四半期（自平成28年10月１日 至平成28年12月31日）の四半期報

告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

２【特記事項】

特記すべき事項はありません。

 


